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平和時に陸上戦力を維持する必要性について、平和時に起 こるかも知れない危険 と比較検

討する手紙11697年 印刷。

み なさん、我 々はつい に名誉あ る講和 を勝 ち得 ま した2。 我 が国民 全員が長 い間待 ち望

んでいた ものですが 、大多数 の人 々があ き らめか けていた講和 です。 イ ングラ ン ドは現在

世 界の驚 異の ま とです。 わが 国民 自身の敵1氣心 と警戒心 以外、何 もの も我が 国を傷 つける

ことはで きませ ん。 もし我 々が平和 を最大限 の分 別 と判 断力で維持す れば、戦争 遂行にお

いて精神 力 と勇気 を発揮 した ように、我 々は我が 国の近 隣諸国すべて を意 に従わせる こと

が で きるで しょう。 そ して我 々が勝 ち得た平穏 を ヨーロ ッパの他の地域 に ももた らす こと

がで きるで しょう。

これを実 行す るための手段 が今あ らゆる ところで話題 となってい ます。 次の一 点では全

員の意 見が一致 してい ます,、す なわ ち、我が帝 国の海 上での夏 と冬 の強力 な守 りと して強

大 な艦 隊 を維持すべ きであ り、我 が国の弾薬庫 には十分 な弾薬 を備蓄 しておかなければ な

りませ ん。そ して我が 巨大 な艦 船 について は、短期 間の うち にイ ングラ ン ド艦 隊 を繰 り出

す ことが出来 るよ うな態勢 が必要です。 このこ とは必要 この上 ない ことであ り、 これ以上

長 々と述べ ることは無用で しょう。この件に関 して我 々の意見が異 なると思 われ る一点 は、

侵 略 に対 して対抗 で きるだけの陸上戦力 を維持 すべ きなのか 、 もしくは、外 国 におけ る我

が艦 隊 と同様 に、国内において十分信頼 に足 るほ ど市 民軍 を増強す れば、それだ けで我が

国の安 全が守 れるのだ、 とい う主張です。

私は我 が国 を奇襲 し、 も しくは講和条約 を破 り、条約 の名誉 と信義 に背 いて我が国 を侵

略 しようと機 会を うかがってい る近隣諸 国が あるな どと不穏 当な考 えを述べ るつ も りはあ

りません。 また、その ような疑 念 も持 ってい ませ ん。 しか し平和 の最 善の保証 は平和 を維

持 す るための十分 な戦力です。そ して あ らゆる近 隣諸国 に講和条約 を厳格 に守 らせ るため

の殻 も確実 な方法 は防備 を固め るこ とです。近 隣諸 国が我が 国を奇襲す る機 会 を見い だせ

ず、平 和時 に我が 国民 が惰 眠 を貧 るこ ともな く、戦 争の方法 を忘 れて しまうことが なけれ

ば、近隣諸 国は条約 を忠 実 に守 るで しょう。 つ ま り、近隣諸国の君主 の信義が絶 対的 に安

全 を保証す るわけではな く、条約 に違反 して も大 して得 る ものが ない ことを彼 らに理解 さ

せ 、条約 を守 らせ る ように しなけれ ばな らない、 と私が結論づ ける とき、近 隣諸国のいか

なる特 定の君主 を も非難 してい るわけで はあ りませ ん。

しか し誤解 しないでい ただ きたい。

私が皆 さんに陸上戦力の必要性 を考慮 して下 さるように望 んでいる と思 えて も、それ は



常備軍 とはか け離 れ た ものです。 国王 に対 して 国家 の警戒心 を感 じる人、先の治世3の よ

うに衛兵 や軍隊 に よって周 囲 を守 られてい なければ安全 ではない と主張 す るよ うな人は、

自由 と祖 国を愛 するすべての真の イ ングラ ン ド人 によって嫌悪 されるべ き人です。現 在の

我が 国 と近 隣諸 国のおかれ た状況 を考慮 して も しな くて も、毎年 強大 な戦力 を維持 してお

くことは我 が国 にとって賢 明で も、必要 で もないで しょう。 国内外 の状 況は毎年議会で検

討 され、その ような戦力 は十分 な根拠 に よって増強 された り削減 された り、 も しくは完全

に解散 されて しまうこ ともあ ります、,私は、我 々が 国王 陛下 を信頼 してい る理 由につ いて

強 く主張す るような不 公平 な議論 をあ なた 方 とす るつ も りはあ りませ ん。 とい うのは国王

の気 質や、彼の境遇 、彼 の利害 、そ して彼 の過去の生 活 につ いて、 オラ ンダとの関連 や、

当地 イングラ ン ドに関連 して、 どれ だけ もっ ともら しく、いか に多 くの発言 がな されたで

しょうか。そ れで も私はその件 は重視 しませ ん。 とい うの は、ある人物が答 え ようと して

い る ときにその人 を苦 しませ るような議論 を押 しつけ るこ とは正 しい ことではないか らで

す。 人間は所詮 人間にす ぎないので 、国王 に強大 な権力 を与 えて しまえば、彼 らの高潔 さ

に関 して危険 な実験 をす る ことになる とい う議論 が生 じる こ とは分か ってい ます・ また、

権力 に見合い、忠 実 に十分考慮 して行使す る国王 に対 して与 え られた権力 を、別の、それ

ほ どまでには信頼 もお けず、優秀 で もな く、能力 もない国王 に も与 えるべ きだ とい う主張

がな されるで しょう。

一言で言 えば、 もし我 々が一昔前 、我が国 と近 隣諸 国がそ うであ ったよ うな状況 であれ

ば、強い憎悪感 を持 って この提 案 を拒 絶す るで しょう。 しか し事態 は変化 しました。 全世

界、 と りわけ近隣諸 国は、強大 な戦力 を維持す る ことに関 して誤 った考 えを持 って しまい

ま した。 また、 あいに く最大 の戦力 を我が 隣国が持 つ に至 り、今 後強大 な軍 隊 を維持 する

で しょう、。そ して我 が国が この よ うな危険 で無 防備 な状況で あれば、我 が国はあ ま りにも

誘惑的 な標 的 とな り、攻 撃の試み は成功す る可 能性が あるばか りでな く、確実 なもの とな

るで しょう、,イングラン ドは開放 的な国であ り、讐かで 、 どこで も軍隊 を維持す るこ とが

で きます 。我 が国の町や都市 はすべ て無 防備で、河川 はすべ て徒渉で きます。万一敵が上

陸す れば我 が国 には敵の進軍 を阻止 す るための隆路 や堅固な場所 もあ りませ ん。 したが っ

て我 が国全体が、侵入 した敵 に対 して無防備 な状態 です。 これ に対 しあなた方 は、我 が国

に気づかれず に、軍隊 やそれ を輸 送す る艦隊 を結 集する ことが可能で しょうか、 と反論 さ

れ るか も知れ ませ ん。軍 隊や艦 隊の結集 には時間 もかか り、その よ うな準備 を我 が国が気

づか ない ほ ど情報 に事 欠 くとは想像で きませ ん,,そ の ような場合 には我 が艦 隊が 自国 を防

衛す るで しょうし、その間 に我が 国の市民 軍が召集 され、危険が予想 され る地域 に派遣 さ
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れ るで しょう。 これはいかに ももっと もら しい意見 です。 そ して疑い な く、必要 な注意 も

は らわずに事 態 を考慮 す る人々に とっては効 果的 な主 張で しょう。 しか し我 が国が最近 、

一度 はハ ーグか ら
、 さらにカ レーか ら、二度 にわた り奇襲攻 撃 を受けそ うになったこ とを

お忘れで はないで しょうか。我 が国 自身が義務 を果 た していない場合 に、神がいつ も我が

国民のため に奇跡 を起 こ して くだ さるな どと期待 してはいけ ませ ん。戦時や警戒すべ き時

期 であれば我が国 は警告 も情報 もな く、致命的 な侵略 を受 ける可 能性 が極めて高 く、我が

国が何の恐怖 も警戒心 も抱かず 、怠惰 で安穏 と してい る ときに、その ような陰謀が計画 さ

れる可 能性 がず っと高いのです。 そ して この陰謀は我が国が それに気づいた と きにはすで

に遅す ぎて、阻止 や抵 抗 もで きない、 とい うように うま く処理 されるで しょう。そ して急

襲 を防 ぐこ とも、我 が国 を侵略 した軍 隊に抵抗 もで きない よ うな状 況であれば、我が国の

情報収集力 に何 の意味があ るで しょうか。すべ てが君主の意志 に依存 して、国民が崩壊 し

た絶対主義政府 は、国民か ら期待 された ことを実行 もせず、 自分 たちに課 せ られた信 頼 を

守 るこ ともせず 、 自由政府 の もとで幸福 を享受 してい る国民 に とっては考 え られ ない よう

な方法 を考 えだ し、実 行す ることが あ ります。現場 にい る軍隊 は、意 図が判 断で きない よ

うな進 軍や迎撃 の命令 を受 けた りして、敵 を効果 的に阻止す る こ とは出来 ないで し ょう。

両 国間 に海 峡の存在 す る国家 では逆風 が この ような事 態 の出現 を遅 らせ るこ と もあるで

しょう。多 くの様 々な場所 の、様 々な人々にそれぞれの命令が下 され、大会戦 の戦場 に集

結 する までお互い には何 もわか らないで しょう。

確 か に、我が国 は海外 にす ぐれた艦隊 を持 っている ことを認め なければな りません。 し

か し、国家の安全 な どとい うような重要 な問題 を運任せ にはで きませ ん し、偶 発的な災難

が起 こ りそ うな とき、単一 の防衛 手段 に頼 るべ きではないで しょう。我が 国を侵 略するた

めの艦 隊や軍隊 を運ぶ風 向 きが、我 が国の艦船 を港 に釘付 け にす るこ とにな ります。 した

がって、艦 隊が哨戒 し、出撃 で きる好 ま しい機会が あった と して も、大損害 を受 けて しま

い、我 が国の海や港 を防衛す る ことはで きないで しょう。 これは十分 に予想 される事態 で

す。 とい うのは国王が イ ングラ ン ドに最初 に上陸 された ときに現実 に起 こったこ とだか ら

です4。 先 の国王5は 強大 な艦 隊 を維持 してお られ ま した。 この艦隊が 、 もしオ ランダ軍 と

交戦 で きていれ ば、 とくに彼 らが護 衛 していた輸送船 団のこ とを考慮す ると、 オラ ンダ軍

には強大 過 ぎたで しょう。 しか し我 が国王 を運んで きた東風 が、オ ランダ艦隊が通過す る

までイ ングラン ドの艦隊 を河 に とどめてい ま した。そ して出航 した ときには嵐 によ りイ ン

グラ ン ド艦 隊は とどめ られ、 閉 じ込 め られ、なんの作戦行動 もとれず、係船 され たままで

した・万一 その ような事態が発生 した場 合、誰 が国家 を危険 に さらしたい と思 うで しょう



か。

しか し最後の予備兵力 として我が国の市民軍があ ります。大部隊の結集が可能で しょ

う。兵士は勇敢で、規律があり、当然のことなが ら自国を愛 しています。市民軍の士官は

資産持ちであ り、自分たちに十分な利害関係のある国家の重要な事柄を十分に任せられる

人々です。

私は市民軍を軽蔑 したり名誉 を傷つけた りするような不快 な論争に加わるつもりはあ り

ません。彼らは疑いなく世界で一流です。そ してもし市民軍を対処 させるというのであれ

ば、その決定にはほとんど何の疑問も持ちません。 しか し、我々は、これまでに軍隊を見

てきたので、長期間の訓練 を受け、専門技術を学び、戦争の きびしい試練 を体験 している

軍隊と、未熟で十分な訓練 も受けていない集団の最優秀部隊 との違いがわからないはずは

あ りません。現在の戦争の全体的方式では訓練 された軍隊は、ずっと多数の、まだ経験 も

あまりない兵に対 しては、非常に対抗 しがたい敵対者であることが明らか となり、自分た

ちにとっては強大す ぎることが分か ります。我が国の市民軍は現在想定されているものよ

りも軍事能力を高めるように訓練 され、工夫 されるように迫るべ きだとい うことは理解 し

ています。これは時間のかかる仕事であ り、非常に多 くの事柄 に関わる事業であ り、実行

する際には多 くの ミスも起こ りうる ものなので、国家の安全 と維持がそのような不確実

なものに依存 しなければならないとすれば、国家は危険にさらされているといわざるを

得 ません。我が国には長い訓練期間を経た軍隊があ り、苦 しい経験をしてその不幸な職業

を学び、今では世間で も認められ、それによって必要となっています。我が国は軍隊によ

り存続で きるか、 もしくは軍隊により滅亡するか、どちらかです。多 くの勇敢な紳士が勉

学や、他の生計の手段 を途中で投 げ出しました。もし、我々が戦争において評判を高めた

あと、平和時に、あるまじき怠慢に陥 り、おそらく決 して起 こらないであろう、遠 く離れ

て、不確かな危険への恐れに抵抗で きずに身を乗 り出せば、ただちに我々が確実に招いて

しまうような危険に身をさらすことにな ります。それは彼 らに辛苦 を強いるばか りでな

く、裸で無防備のまま我々の身を投げ出すことです。真実を述べれば、数年前、我々には

警戒すべ き正当な理由があったばか りでなく、確実 この上ない証拠があった先の御代にお

いて、自分たちの行為が どうであったかを思い出しもせず、特権に対 してひどく警戒心を

抱 き、公の自由のために狂信的なほ どのすば らしい愛国者に突然変わるとは思 えません。

当時、意図は率直で、試みは大胆で した。それでも当時沈黙を守 った人 もあ り、また現在

自由を求めて熱狂 しているほどの熱心 さで独裁 に対 して心底熱中 して加わったものもあ り

ました。戦時に彼 らがとった方法は偽装が非常にまず く、我が国を侵入 と征服に対 して無
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防備 に させ ようとひ ど く骨折 ったよ うに思 える人 々が 自由 と法 について語 ると き、彼 らが

本気 だな どと信 じる人は ほとん どい ませ んで した。戦時 に彼 らが達 成出来 なか った こ とを

今、我 々を安 らかに眠 らせ た まま彼 らは実 現 しよう と望 んでい ます。 とい うの は、 も し

我 々が現実 の安 全保障 を放棄 し、想像上 の安 全保障 に身 を委 ねれば、我 々は実験 に計 り知

れ ない代価 を支払 うことになるで しょう。そ して もはや取 り返 しがつか な くなって初め て

我 々自身の過 ちを確信す るこ とになるのです。

しか し、ローマや スパ ルタの例 をひいて我 が国の市民軍 に強 く賛同す る根拠 とす る人々

が いるこ とは分かってい ます。両時 代のすべ てが一致 しない限 りある特 定の時代の先例 を

別の時 代に当てはめ るような議論 は まちがった方法です。 どの ような国家 において も近隣

諸 国よ り強大 でない と して も、互 角であればすべてが安全 です。 スパル タとローマ は少 な

くとも近 隣諸 国 と互 角で した。彼 らは現 実には近隣諸国 よ りもはるか に強大で した。 スパ

ルタで は若者 を戦争のため にだけに訓練 しま した。 も しくは戦争 に適 する ように他の訓練

を し、短 く、明白な話 し方 をお ぼえ させ たのです。彼 らの 問では芸術 や学問 はあ りませ ん

で した。 その結果 、彼 らの共和国 全体が常備軍 の ような もの とな り、他のギ リシア諸 国を

恐 怖 に陥 れたの です。 ローマ は 自由な時代 にお いて は、彼 らか らはほんの 少 しばか り日

立 ってい ま した,彼 らには確 か に農業 の余地 があ り、 スパ ル タ人が奴隷 に従事 させ ていた

農業 に自 らの手を染 めてい ま した。 しか し彼 らは全員戦争の訓練 を受 けてい ま した。そ し

て彼 らの 間の誰 しも多 くの戦闘 を数 え上 げ、それ らの戦闘で受 けた傷 を見せ ることが 出来

なければ職 に就 くことは要求で きなか ったのです。だか らローマは軍事 共和 国で した。ロー

マ は近 隣諸国 と互 角であ るばか りで な く、 よ り強大 だ ったので、 ま さに この一事 に よ り、

近隣諸国 を征服 して も何の不思議 もあ りませ ん、、国外 にお ける事情 と同様 に イングラン ド

国内 におい て国体 全体 を変 え、贅沢ばか りで な く富 と交易 を追放 しない限 り、我 々の時代

とこれ らの先例 は決 して合致 す ることはあ りませ ん。 スェーデ ンの市民軍 の話 はそれほ ど

励 みに なる もので はあ りませ ん。 スェーデ ンで市民軍 を新 しく編成替 え した として も自国

の 自山 を守るためにめ ざま しい意義はほ とん どあ りませんで した。

次の ような質問 を される方 もあるで しょう。 どの よ うに して我 々の祖先 は我が 国を防衛

したばか りで な く、すべ ての近 隣諸 国、 と くに現在我が 国に とって最 も危険 と思 われる国

の人々に対 して恐怖 を与 えたのか。これ は非常 に多 くの民衆が雄弁 に語 る題 目で しょうし、

自国民 の武勇 を誇 る人々や 、い くつ かの会戦の名前や 、軍隊 の人数だけの歴 史 しか読 んだ

こ とのない ような人 々が 口を出す ような ものか も知れ ませ ん。 しか しこの件 に関 して我 々

は皆、 当時 同様 な考 えで した。すべ ての国家が同様 に戦争 につ いて無知 であ り、和平の術



策のみ に没頭 してい ました。当時勃発 した短期 間の戦争で は、疑 いな く、 よ り勇敢 な国が

いつ も勝利 を納 めてい ま した。 しか し歴 史の初期段 階か ら今 日に至 る まで明 らかな ことで

すが 、正規軍 は常 に市民 軍 に とっては強大 す ぎま した。 スパ ル タ、 アテ ネ、 そ して テー

ベ6な どは順番 に 自国の軍 隊が よ り訓練 されて、戦争 の経 験 を よ り多 く積 み、相手 に勝 ち

ま した。最 後に、あ らゆ る国 に軽蔑 されていたマケ ドニアの王が それ ら諸国 をすべて従属

させ たの です 。キ ュロ ス7は ペ ルシ ャ人 を訓練 してバ ビロニア を征服 しま した。 そ して ア

レキサ ンダーはおびた だ しい数 の軍 隊、 も しくは大勢 の市民 軍が彼に敵対 しま したが、父

親が訓練 した軍隊でペ ルシャ帝 国を容 易、かつすみや かに征服 しま した。 ローマ軍が市民

軍 に過 ぎなかった と き、市民軍 の巾では最 高の戦力 を持 ってい ま したが、 自国 よ り弱小の

近 隣諸 国に対 して大い に優勢 に戦 ったのです。 しか しハ ンニバルが訓練 され た軍隊 を率 い

て きた とき、 ローマ軍 はあ らゆる戦 闘で敗れてい たのです が、長期間 にわたる戦争 で戦術

を覚 え、最 後には彼 らを イタリアか ら追い払 ったばか りでな く、 カルタゴを従属 させ ま し

た。規 律の守 られて いる限 りローマの軍隊 は無敵で したが 、すべ ての戦争体 制が終 わ り、

ローマ軍が市民軍 となった とき、北 ヨー ロ ッパ諸 国は東 のサ ラセ ン人 と同様 に、ローマ帝

国 を艮柔躍 しま した。サ ラセ ン人が その規律 をゆるめる と、 トルコが ローマを彼 らか ら奪い

去 ったのです。そ して もし彼 らが テ ィマ リオ ッ ト8に依存 して、 イェニチェ リー9や スィパー

ヒー10の 方 に よ り頼 るこ とがなか った ら、彼 らはこれほ どまで長期 間キ リス ト教 国に とっ

て脅威 とはな らなか ったで しょう、,したが って、すべての国家の歴 史か ら疑 いの余地はな

いのですが 、訓練 された正規 軍 は世 界中の最 高、最 強の市民軍 よりはるかに強大です。 こ

れ らすべ てに付 け加 えて、エ リザベ ス女王 の時代に我が国 は どの ように行動 したで しょう

か。我が 国の市民軍 は当時唯一の武 力部 隊で した。我 々は市民軍 に頼 り、市 民軍 によって

防衛 されま した。 しか し我が国の歴 史の この部分のい くつ かの詳細 について皆 さんの頭 に

入れておい て頂 きたい こ とがあ ります。我が 国は当時差 し迫 った危 険 にさ らされてお り、

当時 の最 も賢明な 人々によ り絶望 的である とされ てい ました 、暴風雨や、彼 らの船舶の不

釣 り合い な大 きさや、 命令の硬 直性 、そ してパ ルマ 公11に 対す る嫌悪 感な ど、それ らすべ

てが相互 に作用 して 、当時 の イングラン ドを救 うこ とにな りま した。我が 国の市民軍 や艦

隊が原 因で はないの です,そ の時 はあ ま りに も多 くの ことが極 めて異常 に同時 に起 こ り、

それが我 が国 を救 ったのです,し か し、当時 と同様 に我 が国 を無防備 の ままに してお くこ

とはあ ま りに も神の摂理 に依存 す ることにな ります。なぜ な ら当時我が 国は非常 に不思議

に思 えるほ どの幸運 に恵 まれて救 われ たか らです,、 しか し…言述べ ておかなければな りま

せんが、現在の我が 国の危険はず っ と大 きい ものです。当時 スペ インが強大 な無敵艦隊 を
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保有 し、巨大 な富、そ して よ く訓練 された軍 隊 をかか えてい たこ とは事実 です。 しか し彼

らの軍隊が我が 国の近 く、 フラ ンダース12に 駐 屯 していて も、彼 らの枢 密院 の場所 や、彼

らの艦隊 、そ して富 は我 が国 か ら遠 く離れ てい ま した。 それで もなお 当時の最 も賢 明な

人々は、我 が国は滅亡 して しまう と考 えてい ました。現 在の危険 は より近 く、 よ り甚大 で

す。強大 な戦 力 を持 ち、 しっか りと団結 し、実戦経験 もあ り、強力 な海軍が我 々の眼前 に

せ まってい ます。我 が国はエ リザベ ス女王 の時代 に大 きな危険 を冒 しましたが、奇跡 的に

救 われ ました。 それゆえに今は、 よ り困難 な苦境 に直面 し、我が国のす ぐ玄 関先 に よ り強

大 な隣 人が いる ときに、 自国の心配 もせず 、我が 国の存続 の唯一可能 な手段 を取 らないで

お くな ど とい う意 見 は議論 に値 しませ ん。我が 国 はす ば ら しい二 度の幸 運 を経験 しまし

た。 しか し我 々は どの ような方法や手段 を用 いて我 が国 を救 うべ きか を も考 えず 、三度 目

の幸運 を期待 す ることは厚か ま しす ぎるで しょう。この件 に関 しては これ以上語 りませ ん。

しか しビァ13の 言葉 をひ とつ述べてお きま しょう。そ れは彼の家系 では今 も語 り継 がれて

い ることです。女王が有 名な彼 ら二 人の将軍 に軍隊 を指揮 す るように と彼 らをオ ランダか

ら呼 び戻す ため に使 い を出 され ま した。軍隊 は熱気 と勇 気に満 ちあふ れてい ました。女王

は騎 乗 して閲兵 され、兵士 を鼓 舞 され ま した。そ してあ らゆ る場所で雄叫 び と喝采 で歓迎

され ま した。女王が 兄弟 の一人 に軍隊 を どう思 うか、 と尋 ね られ ま した。彼 は 「勇敢 な軍

隊です」 と答 えま した。 しか し、女王 はその態度 に 自信 のな さを感 じられ、説 明 を求め ら

れ ま した。彼 は答 えて言 い ま した。 自分 は世 間で臆病者 と呼 ばれた こ とはあ りませ んが、

ここでは唯一人の臆病者 で した。全員が スペ イ ン人の上 陸 を望み、そ の事態 に際 し、 どの

ような手柄 をたて るつ もりか語 りあ ってい ま したが 、その場 で恐れ、おの のいていたのは

自分一 人で した。

平和 時 に陸上戦力 を維持す る必 要性 についての意見 に対 す る最後で最強 の反対 は、 この

軍隊 は我 々国民 を支 配す る ように なる とい うもので す。国 内 にお け る影響 力が 強大 とな

り、議会で勢力 を維持 し14、 もし くはそ うで きない として も、議員 を国会か ら追放 し、短

期 間の うちに自 らの存続方法 を見いだ し、 自由と財産 を荒廃 させ、我が国民 を支配す るで

しょう。 これ は広範囲 な分野 にわた り、歴 史はこの事例 であふれてい ます。 この題 目につ

いて詳細 に明 らか にす るこ とは容易です。 ローマ時代 の近衛 兵15か ら我が 国の現代の軍 隊

まで常 備軍の非常 に恐 ろ しい例 を十分 に集め るこ とが で きるで しょう。誰 にそれが疑 える

で しょうか。 しか しこの題 目が もた らすあ らゆ る説得術 はこの場 合に は誤 って適用 されて

い ます。一年 に一度議会 は この件 に関 して審議 しなければな らない と定め られてい ます。

彼 らは国内外 にお ける状況 の変化 や、軍隊が警戒心 を抱かせ る ような管理 をされ ていない



か どうか を理 解す るで しょう。 そ して判 断はあ なた方 にお任せ しますが、それ ほ どまで の

短期 間に 自国 を侵略 し、我が 国の国体 を破壊 す る態勢 を整 える まで に軍隊 を仕上 げ、影響

力 を発揮 する ことが可能で しょうか。 シーザーがそ の全才 能 を発揮 して も、十年 間の指揮

とその成果の後 にや っ と自分 の軍 隊 を機 能 させ ま したが 、それ を一年間で実現 しようとす

る試 みは他の人 々にとって大 した励 みには な りませ ん。 あなた方はおそ らく軍隊 に よる 目

に見 える暴力 よ りも、密 か な影響力 の方 に よ り多 くの恐 れ を抱 いてお られるので しょう。

要する に、あ なた方 は議会 の腐 敗 を恐 れてお られ るので しょう。正直 に申 しまして、 これ

に答え ることは困難 です。警戒心 は頑固で直す こ とが出来ない憂欝です。病気 に までなれ

ば多 くの妄想的 な恐怖 を招 きます。その ような不機嫌 な気持 ちに襲 われる人々は 自分た ち

が恐れてい る ものの実態 も理 由 もわか ってい ませ ん。おそ ら く様 々な出来事 がつねに彼 ら

に生 じるので しょう。そ して果 て しな くその ことを考えてい ると健康 を害す ることにな り、

気難 しくな り、お そ ら くは決 して起 こ らないこ とをいつ も夢想 している問 に、現 実の心配

事 をすべ て疎 かに して しまうことになるで しょう。我 々は現在 の危 険について考慮 しなけ

れ ばな りませ ん。 そ しては るかか なたの将 来起 こるか どうか も知 れない ことにうつつ を抜

か さず に、現在 の危険か ら身 を守 る最 も適切 な方法 につ いて考慮 すべ きです。我 々の代表

は彼 らが考 えつ く最 も効果的 な方法 で我 が国の国体 を守 るために努力 してい ます。 しか し

結局 の ところ、我 々は イ ングラ ン ドを議会 の手 に委 ねな くては な りませ ん。議会 は我 々 自

身です。 この国が 自由 に厭 きて しまい、美徳 も、分 別 も、その国体 を守 る力 もない ような

致命 的な時が来れ ば、すべ て を投 げ出 して しま うで しょう。あ らゆる法律 を駆使 し、思い

つ くあ らゆる防壁 をその行 く手 に置い て阻み な さい。不老不死 が不可 能であ る と同様 に、

政府 を不滅 にす るこ とも不可 能です。私 は常備軍 か らい くつかの不都合 が生 じる恐 れがあ

ることは否定 しませ ん。それゆ えに常備軍が我 が国の保全 に必要不可 欠であ ると信 じてい

なければ、あなた方 を説得 しような どとい う努 力は しませ ん。 なぜ な ら、現在我 々を危険

か ら守 るべ きもの 自体 が、将来の ある とき、我 が国の 自由に悪影響 を与 えることが あるか

も知 れない とい う理由で、我が 国を現在 の確 実 な破滅 の危 険に さら した まま放置す るつ も

りはあ りません。その よ うなこ とはイ ングラン ドが 自国に忠 実であ る限 り、 あ り得 ない こ

とです。 また、国家が 自由の気高 い意識 をな くして しまった と きは常 に、誰 も今 はそ うな

るとは気づいてい ない として も、長 く守 られ て きた国が、す ぐにで も自らを束縛 して しま

うで しょう。

結論 と して、 この平 和時 にお け る陸 上戦力 の維持 につ い ては、そ の本質が極 め て繊 細

で、 なお かつ非常 に重 要 なので、偽 りの飾 りたてた言葉や 口当た りの良い言い回 しを用い
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ず、厳 しく吟味 されなければな りませ ん。私が我が 国の 自由が失 われ ない よ うにひ どく気

を配 って い るこ とはお わか りで しょう。いつ もそ のため に誠実 に、 ひ どい 冒険 も し、そ

れ に命 をか けているほ どなのですか ら、あ なた方 は私 の発言 を疑 うこ とはで きないはず で

す。 この主張 に関 しては、私が我 が国の将来 の国体 と、 自由の維持 と同様 に、我が 国の現

在の安全以外 は、いかなる考 え も持たず、 また持 ち得 ない ことはお わか りいただける と思

い ます。

あとがき

イングラン ド王 となった ウ ィリアム三世 は ヨーロ ッパ大 陸での フラ ンスの覇権 を阻止す

る 目的で大 同盟戦 争に参加 していたが、共同統治者であ った メア リニ世亡 き後(1694年 死

亡)、 イングラン ドの単独君主 とな り、その後1697年 、その戦争 が レイスウェ イク条約 に

よ り終結 す る。当時の ヨーロ ッパ大 陸の情勢か ら、そ の後 も軍隊 を維持す る必要 に迫 られ

ていた ウ ィリアム三世がそ の経 費 を イングラン ド議 会に要請 した。 この平和時 にお ける軍

隊 の経 費負担 に端 を発 した論争が常 備軍論争 と して広 く知 られてい る。 イングラ ン ドにお

ける常備 軍論争 自体 はこれが初 めてでは なか ったが 、この ときほ ど議論が沸騰 し、熱心 に

論 じられたこ とはなかった と言 われている。

イングラ ン ドにおける最初 の常備軍 と言 われる ものは王 政復古 時(1660年)の チ ャール

ズニ世の軍 隊だ とされてい る,,当 時 チ ャー ルズニ世 は亡命先 の ヨー ロッパ大陸 よ り軍隊 を

伴 って帰 国 した。亡命中 はチ ャール ズニ世 自身が この軍隊の経 費 を負担 してお り、兵士へ

の給与が遅滞気味であ った。この軍隊の維持費用 をイングラン ド議会 に要求 したのであ る。

それ以 後、 イングラン ドで はこの常備車 の経 費に関 して、 またその利害 得失に関 して常 に

議論 されてい る。

1697年 か ら1700年 にか けての常備軍論争 は共和主義 者 トレンチ ャー ドとモ イルの2名

による匿名のパ ンフレ ッ トが 活発 な論争 を引 き起 こ した とされて いる。彼 らの主張 では、

イングラ ン ド防衛 は市民 軍で事 足 りる とし、常備軍 の維持 は費川がかか りす ぎるばか りで

な く、古代 ギ リシヤ、ローマの時代の例か らも明 らかな ように、軍隊 は議 会を支配 し、専

制的 に国家、国民 を支配 する ようになる、 な ど、 イングラ ン ド国民 にとって弊害が大 きす

ぎる とい う観点か らこれ ら共和 主義者 は常備軍に反対 したのであ る。

それ に対 して、 国王側 に立 ち反論 を加 えた主要 な人物が ダニエル ・デ フォーで あ り、こ

のジ ョン ・ソマー ズで ある。 しか し双方 とも軍備が全 く不要 とは主張 してい ない,、共和主

義者側 の主張は、共和国 を 目指 す際 に常備 軍は障害 とな り、 また 自国の 自由 も保障 され な
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い。常備軍は独裁国家 となる危険性が高い という主張である。

すなわち、常備軍は弊害が多 く、市民軍で祖国防衛が十分可能であるという共和主義者

側の主張に対 して、費用はかさむとしても十分訓練 された常備軍でなければ強大な目前の

敵に対抗できないという政府(国 王)側 の主張である。共和主義者側のパ ンフレットでは

理念が先走 り気味で、具体的事実は混同が多いとデフォーが指摘 している。このソマーズ

のパ ンフレットは表現 も穏和 な感 じを受ける。ソマーズはこの当時、文字通 り政府で主要

な地位を占めてお り、政府の代表的な主張 を発表 したパ ンフレッ トである。当時の ヨー

ロッパ大陸の情勢を考えれば政権側の意見 としては妥当、かつ当然な見解 といえよう。
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注

本 パ ン フ レ ッ トは ジ ョ ン ・ソ マ ー ズ(JohnSomers,1651-1716)に よ っ て 書 か れ た 。 共

和 主 義 者 ジ ョ ン ・ ト レ ン チ ャ ー ド(JohnTrenchard)と ウ ォ ル タ ー ・モ イ ル(Walter

Moyle)に よ る 、4/z.躯gπ吻6繊S加 痂 ηg～漉α'α翫αη4沈g、47zηッB勿coη ∫謡例'ω 渤.4F766

Go麗7ηzη6刎,α ノzゴαろ∫01厩61夕 〔/6∫〃πc帥6オo'加Coη ∫'π厩 ガoηqプオ加E7zg〃 ∫乃 ル∫oπαアc勿,

London:1697(October)に 対 す る 政 府 側 に た つ 反 論 で あ り、 同 様 な 趣 旨 で ダ ニ エ ル ・デ

フ ォー(DanielDefoe,1660?-1731)も 反論 のパ ン フ レ ッ トSo吻6R¢ ガ6c加 η∫0η αPα〃zρ〃召'

1α孟4yPπ ろ〃∫乃'4,E/z'π〃6ゴ,.肋.4㎎%祝6/z'S加 痂7zg漉 αオ・4S乙αηゴ加9・47魏 ツBガ πcoπ∫ガ∫孟6窺

　〃励/1F766Go〃6〃 〃%6鉱/1/zゴ/1ろ ∫01競 かD6s'7πc加 ㍑o伽Co7z∫ 魏π'翻(沸 加Eη9〃 ∫乃

Mo/zα7c勿,London:1697を 出 して い る。

大 同盟 戦 争(WaroftheGrandAlliance、1688-1697)の 終 結 。1697年9月20日 オ ラ ン ダ

の レ イス ウェ イ クで レ イス ウ ェ イ ク条 約(ま た は リズ ウ ィ ック条 約TreatyofRyswick)が

締 結 さ れ た 。 神 聖 ロ ー マ 皇 帝 も指 定 され た 期 限 ぎ り ぎ りの10月30日,調 印 に 応 じた こ

と に よ り、 この 戦 争 は 終 結 した 。(フ リ ー百 科 事 典 『ウ ィ キペ デ ィ ア(励 如 認 毎)』、 お よ

び 「歴 史文 書 邦 訳 プ ロ ジ ェ ク ト」 に よ る 『レイ ス ウ ェ イ ク条 約 』(大 同盟 戦 争 の 講 和 条 約,

1697))

ジ ェ イム ズ ニ 世(JamesII)の 治世(1685-88)自 分 の娘 で あ る メア リニ 世(1662-1694)と

そ の 夫 で あ る 、 後 の ウ ィ リア ム 三 世 とが イ ング ラ ン ドへ 上 陸 した 後 、1688年 末 、 自 ら大 陸

へ 亡 命 した 。 これ 以 後 ウ ィ リ ア ム三 世 と メ ア リニ 世 の イ ン グ ラ ン ド共 同 統 治 が 始 ま る 。 フ

ラ ンス に逃 れ た ジ ェ ー ム ズ ニ 世 は 捲 土 重 来 を 図 っ て1689年3月 、 フ ラ ンス 王 ル イ十 四世

の 援 助 を得 て 、 フ ラ ンス 軍 を 伴 っ て イ ン グ ラ ン ド南 部 を迂 回 して ア イ ル ラ ン ドに 上 陸 し

た 。 ア イ ル ラ ン ド議 会 は ウ ェ ス トミ ンス タ ー の 決 定 に従 わ ず 、 ジ ェ ー ム ズ ニ 世 が 王 で あ る

こ とを確 認 し、 「信 仰 の 自 由 に関 す る 法 」 を成 立 させ た 。 か く して ジ ェ ー ム ズ ニ 世=カ ト

リ ッ ク勢 力 と ウ ィ リア ム 三 世=プ ロ テ ス タ ン ト勢 力 の 戦 い が 始 ま っ た が 、 ボ イ ン川 で敗 れ

17世 紀イングラン ド常備軍論争2(翻 訳)糊
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た ジ ェ ー ム ズニ 世 は 敗 残 の 味 方 を 置 き去 りに して フ ラ ン ス に 逃 れ た 。 そ の後 ジ ェー ム ズニ

世 は フ ラ ンス の サ ン=ジ ェ ル マ ン=ア ン=レ ー城 に住 む こ とを許 され た 。1696年(ジ ェ ー

ム ズ63歳)に は 王 位 奪 還 を狙 って ウ ィ リア ム三 世 暗 殺 計 画 を立 て た が 失 敗 に終 わ り
、 ル イ

十 四 世 との 関係 も冷 え て い っ た 。 ジ ェ ー ム ズニ 世 は そ の 後 、1701年 脳 出血 で 死 亡 した(67

歳)。 遺 体 はサ ン=ジ ェ ルマ ン=ア ン=レ ー に埋 葬 され て い る。 『ウ ィキ ペ デ ィア』。

4ウ ィ リア ム 三世(WilliamIII ,在 位1688-1702)。

5ジ ェ イ ム ズニ 世 の こ と。

6Thebes:テ ー ベ 、古 代 ギ リ シ ヤ の ボ イ オ テ ィ ア の 都 市 、 ア テ ネ と敵 対 した 。 ア レキ サ ン

ダー大 王(在 位:紀 元 前336一 紀 元 前323年)に よっ て紀 元 前335年 に滅 ぼ され た。

7Cyrus:キ ュ ロ ス。 大 キ ュ ロ ス(紀 元 前600年 頃 一紀 元 前529年)は 、 イ ラ ンの 建 国 者 で 、

古 代 イ ラ ン帝 国(ペ ル シ ア 帝 国 、 ア ケ メ ネ ス朝)の 初 代 皇 帝(紀 元 前550年 一紀 元 前529

年)・ 古 代 エ ジ プ トを除 くす べ て の 古 代 オ リエ ン ト諸 国 を 統 一 して 、 空 前 の 大 帝 国 を建 設

した ・ 古 代 ペ ル シ ア語 名 を ク リ シ ュ な ど とい い 、 ギ リ シ ア語 名 をキ ュ ロ ス(ク ロ ス)と い

う・ 同 名 の 王 子 小 キ ュ ロ ス と区別 して 「大 キ ュ ロス 」、 キ ュ ロ ス 大 王 と もい い 、 同 名 の ア ン

シ ャ ン王 と区 別 して キ ュ ロ ス ニ 世 と も呼 ば れ る。 キ ュ ロ ス は 、 メ デ ィ ア王 国(マ ー ダ)に

従属 す る小 王 国 ア ンシ ャ ンの 第7代 の王(紀 元 前559年 一紀 元 前550年)で あ っ たが 、紀 元

前550年 に ア ス テ ユ ア ゲ ス王 を打 倒 して メ デ ィ ア を滅 ぼ し、 不 死 身 の1万 人 と呼 ば れ た 軍

団 を 率 い て リデ ィア 王 国 や 東 方 な ど各 地 を転 戦 して 征 服 。 つ い に は新 バ ビ ロ ニ ア王 国 を倒

し・バ ビロ ンに 入城 して 「諸 王 の 王 」 と号 し、 バ ビロ ン捕 囚 に あ った ユ ダヤ 人 を解 放 した。

『ウ ィキ ペ デ ィア』。

8Timariots:テ ィマ リ オ ッ ト。 オ ッ トー マ ンサ ル タ ン に仕 え た 非 常 備 騎 士 団。 戦 時 に は 自己

負 担 で 武 装 し、 兵 ⊥ を伴 っ て サ ル タ ンの も と に馳 せ 参 じる義 務 が 課 せ られ て い た。 食料 は

サ ル タ ンに よ って 供 給 され た 。 サ ル タ ンは 戦 時 に は この よ う な 方 法 で 急 速 に 軍 隊 を召 集 で

き、 戦 争 終 結 時 に は解 散 させ 、 そ れ ぞ れ の 封 土 に帰 郷 させ た の で 、 彼 ら の戦 力 を必 要 と し

な い平 時 に は維 持 費 用 は不 要 で あ っ た 。 「ウ ィ キペ デ ィア』。

gJanisaries:イ ェニ チ ェ リー・ オ ス マ ン帝 国 にお け る常 備 歩 兵 とそ の 軍 団 。 トル コ語 で 〈新

しい 兵 士 〉 を 意 味 す る・ 軍 団 の 創 設 に 関 して 定 説 は な い が ,十 四 世 紀 後 半 の こ と と推 定 さ

れ て い る・1354年 以 後 オ ス マ ン朝 の バ ル カ ン領 土 が 拡 大 す る と,新 た な戦 力 の補 給 とバ ル

カ ン諸 民 族 の 同化 政 策 とを兼 ね て こ の 軍 団 が 創 設 され た 。 最 初 ,戦 争 捕 虜 の1/5が 戦 利 品

と して 国 庫 に属 した こ とか ら,こ れ を トル コ 人 の 家 庭 に預 け て トル コ語 とム ス リム と して

の 生 活 習 慣 とを 身 に つ け させ た 後,軍 団 員 と して登 録 した 。 この 軍 団 は 十 六 世 紀 末 まで は
,

オ ス マ ン帝 国 軍 の精 鋭 と して 規 律 正 し く,王 朝 の 発 展 に貢 献 した 。 十 七 世 紀 以 後 は 軍紀 が

乱 れ無 頼 集 団 化 して,し ば しば暴 動 を起 こ した。 十 八 世 紀 末 以 後 ,帝 国 軍 隊 の 西 欧 化 改 革

が 進 む と,軍 団 は こ れ に反 対 し,反 乱 を起 こ した が ,マ フ ム トニ 世 は1826年 に軍 団 を廃 」ヒ



した。 平 凡 社 「世 界 大 百 科 事 典 』。

10Spahi's:ス ィパ ー ヒ ー(sipahi)と は 元 々 ペ ル シ ア 語 の 「兵 士 、 軍 人」 を意 味 す るsipahI

か らの借 用 語 で あ る が 、 狭 義 に は オ ス マ ン帝 国 で 組 織 され 、 中世 ヨー ロ ッパ に お け る封 建

制 度 の 中 で の 騎 士 に相 当 す る集 団 を指 す 。 召 集 さ れ る に あ た り給 料 と して 一 定 の 封 土 で の

徴 税 権 を帝 国 か ら与 え られ る テ ィマ ー ル制 が と ら れ て い た 。 オ ス マ ン帝 国 の常 備 軍 騎 兵 で

は あ る が 、 時 代 が 進 み 銃 と大 砲 が 主 要 な兵 器 と して定 着 す る ま で 、 実 際 に オ ス マ ン帝 国 の

戦 力 は こ う した騎 兵 達 が 多 くを 占 め て い た。 装 備 は所 有 す る封 土 に よ って ま ち ま ちで あ っ

た が 基 本 的 に は軽 装 で 戦 法 も射 騎 戦 法 が 主 で あ っ た。 十 五 世 紀 頃 に な る と重 装 騎 兵 へ と変

わ っ て い っ た が 、 さ らに 時 代 が 進 み 十 七 世 紀 頃 に は銃 の 発 達 か ら重 装 化 よ り も軽 装 化 に よ

る機 敏 性 を重 視 さ れ た た め か 、 全体 と して は軽 装 騎 兵 へ と戻 っ て い っ た。 中世 か ら近 代 に

移 行 す る 中 で 西 洋 の騎 士 や そ れ を支 え た封 建 制 度 が 没 落 して い っ た の と同様 に 、 オ スマ ン

帝 国が 拡 大 して い く中 で 、 ス ィパ ー ヒ ーや そ の 他 の オ スマ ン帝 国 の 騎 兵 部 隊 は 、 小 銃 と重

装 備 の騎 兵 と を揃 え た オー ス トリア 帝 国 を は じめ とす る ヨー ロ ッパ 諸 国 の勢 力 を打 ち破 る

こ とは 困 難 に な っ た 。 特 に ウ ィー ン包 囲 戦 で の 敗 北 か ら徐 々 に そ の 重 要 性 が 失 わ れ て い っ

た,,そ れ と は対 照 的 に 火 砲 で 武 装 した イ ェ ニ チ ェ リ 及 び そ の 他 の 軍 隊 の 重 要 性 が 高 ま り、

要 員 と軍 事 費 が 大 幅 に 増 加 して い っ た た め 、 ス ィパ ー ヒー とそ れ を支 え て い た テ ィマ ー ル

制 の 存 在 価 値 は共 に な くな り、最 終 的 に は形 骸 化 し没 落 して い った 。 『ウ ィキ ペ デ ィア』。

11Palma:パ ル マ 公 。 ア レ ッ サ ン ドロ ・フ ァ ル ネー ゼ(AlessandroFarnese,1545年8月27

日 一1592年12月3日)は 、 第3代 パ ルマ 公 お よ び ピア チ ェ ン ツ ァ公 。 第2代 パ ル マ 公 オ ッ

タ ー ヴ ィ オ と公 妃 マ ル ゲ リー タの 子 。 名 は 、 曾 祖 父 で あ る ロ ー マ 教 皇 パ ウル ス 三 世 の 本 名

に 由 来 す る。 母 が ス ペ イ ン ・ハ プ ス ブ ル ク家 の 出 身 で あ る こ とか ら、 ス ペ イ ン勢 力 に 就 い

て 軍 事 的 才 能 を 発 揮 した。 また 、 妻 が ポ ル トガ ル の マ ヌエ ル ー・世 の 孫 娘 マ リ ア で あ っ た た

め 、 マ ドリー ドの 宮 廷 で も重 きを な した 。1571年 の レパ ン トの 海 戦 に参 加 した 。1578年 か

らス ペ イ ン王 フ ェ リペ ニ 世 よ りネ ー デ ル ラ ン ト総 督 を 命 じられ 、 南 部10州 をス ペ イ ン に帰

順 させ る功 を た て た 。1589年 に フ ラ ンス で ヴ ァロ ワ朝 断 絶 後 、 カ トリ ッ ク 同 盟 の 貴 族 た ち

が ブ ル ボ ン家 の ア ン リ四世 の 王 位 継 承 を認 め ず 内 乱 に な る と、 ア レ ッサ ン ドロ は ス ペ イ ン

軍 を率 い て カ トリ ッ ク 同盟 の救 援 に向 か っ た 。1592年 、 ル ー ア ン にお い て ア ン リ四 世 の 軍

勢 と交 戦 中 に重 傷 を負 い 、 ア ラ スで 死 去 した。 「ウ ィキペ デ ィア』。

12Flandersニ フ ラ ン ダー ス 、 当 時 は スペ イ ン領 で あ っ た 。1556年 の カ ー ル 五 世 の 退 位 の 後 、

ハ プ ス ブ ル ク家 の 領 ⊥ は 息 子 フ ェ リペ ニ 世 と弟 フ ェ ル デ ィナ ン トー 世 に分 け られ た。 そ し

て ネ ーデ ル ラ ン トは スペ イ ン王 位 と と もに息 子 フェ リペ に 相 続 され た 。フ ェ リペニ 世 と ネー

デ ル ラ ン ト人 との 争 い は1568年 に 始 まる 八 十 年 戦 争 と な っ た。 北 部7州(フ ロ ー ニ ン ゲ ン 、

フ リー ス ラ ン ド、 オ ー フ ァー ア イセ ル 、 ゲ ル デ ル ン(上 部4分 の1以 外)、 ユ トレ ヒ ト、 ホ

ラ ン ト、 ゼ ー ラ ン ト)は ネー デ ル ラ ン ト連邦 共 和 国 と して独 立 を得 た 。 南 部 の フ ラ ン ドル 、
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ブ ラ バ ン ト、 ナ ミュ ー ル、 エ ノ ー 、 ル クセ ンブ ル ク な ど の 州 は 、 パ ル マ 公 ア レ ッサ ン ド

ロ ・フ ァル ネー ゼ の 軍事 ・政 治 的 な 力 に よ りス ペ イ ン の支 配 下 に戻 され た 。 特 に有 名 な の

が 、 ア ン トウ ェ ル ペ ン包 囲(1584年 一85年)で あ る 。 そ の た め 、 これ らの 州 は 「ス ペ イ ン

領 ネ ー デ ル ラ ン ト」 も し くは 「南 ネー デ ル ラ ン ト」 と して 知 ら れ て い た 。 北 部 の連 合 州 は

八 十 年 戦 争 の 問 、 ラ ンブ ー ル 、 ブ ラバ ン ト、 フ ラ ン ドル の 各 地 域 を保 持 し続 け た。 この 戦

争 は1648年 の ヴ ェス トフ ァ ー レ ン条 約 で終 結 した 。 ア ル トワ とフ ラ ン ドル の 一 部 とエ ノー

は、 十 七 世 紀 か ら十 八 世 紀 の 間 に フ ラ ンス に譲 渡 され た。 『ウ ィ キペ デ ィ ア』。

13deVere:ド ビアEdwarddeVere,EarlofOxford(1550-1604)エ リザ ベ スー 世 時 代 の

廷 臣 ・詩 人 。 第17代 オ ッ ク ス フ ォー ド伯 。 彼 は1550年4月12日 に誕 生 した が12歳 の 時

(1562年8月3日)に 父が 死 亡 した た め 、21歳 の成 年 に 達 す る まで 王 室 被 後 見 人 とな っ た 。

青 年 期 に 一・時 期 、 カ トリ ッ ク教 徒 との 交 友 の た め ロ ン ドン塔 に 幽 閉 され たが 、短 期 間 で 解

放 され た 。 彼 の 広 範 囲 に わ た る 文 芸 へ の後 援 と、 領 地 経 営 の 怠 慢 に よ り、 相 続 した 領 地 す

べ て を 売却 せ ざ る を得 な か っ た こ とに よ り、宮 廷 で の 出世 は 望 め な い と思 え た が 、1585年

オ ラ ン ダ で 、1588年 ス ペ イ ン無 敵 艦 隊 との 戦 い で 、 短 期 間 、 軍 司 令 官 を務 め た 。1586年

にエ リザ ベ ス女 王 は彼 の 困 窮 を救 う た め 、1000ポ ン ドの 年 金 を与 え た。1603年7月25日

に行 わ れ た ジ ェ イ ム ズ ー 世 の 戴 冠 式 で は 式 部 長 官 を勤 め た。1604年6月24日 死 亡 。(76漉

α 〃オ観yR例 αガ∬α7κ6Eπg1納 〃'67α魏 γ召(1485-1603)http://www.1uminariumorg/renlit/

index.html,EdwarddeVerebyGaryGoldsteinお よびDN8に よ る。)

14当 時 、 一 部 の 軍 人 は 国会 に議 席 を持 っ て い た。

15PraetorianGuard《 古 代 ロ ー マ 皇 帝 の 》 親 衛 隊 、 《の ち に 強 大 化 して 皇 帝 の 任 命 ・暗 殺 に も

関 与 した》。 紀 元 前 二 世 紀 まで は 、 ロー マ の 将 軍 の た め の ボ デ ィ ー ガ ー ドで あ っ た が 、初 代

ロ ー マ 皇 帝 ア ウ グ ス トゥ ス(GaiusIuliusCaesarOctavianusAugustus:在 位 紀 元 前27

年 一紀 元14年)が 紀 元 前27年 に ロー マ 市 内 お よ び周 辺 に配 置 す る そ れ ぞ れ500人 か らな る

9グ ル ー プ の親 衛 隊 を編 成 した 。 隊 員 は16年 間 の 勤 務 期 間 、特 権 と特 別 の給 与 を得 た。 彼

ら は しだ い に皇 帝 の 即 位 、 廃 位 に政 治 的 影 響 力 を 及 ぼ す よ うに な り、 紀 元193年 、 皇 帝 ペ

ルテ ィ ナ ク ス(PubliusHelviusPertinax:在 位193年1月1日 一193年3月28日)を 暗殺 後 、

彼 ら は皇 帝 位 を デ ィデ ィ ウス ・ユ リ ア ヌス(MarucusDidiusSeverusJulianus:在 位193年

3月28日 一193年6月1日)に 競 売 で 売 り渡 した 。 同 年 、 彼 の 後 継 者 、 皇 帝 ル キ ウ ス ・セ ウ ェ

ル ス(LuciusSeptimiusSeverus:在 位193年 一211年)に よ り編 成 替 え され 、 紀 元312年

に皇 帝 コ ンス タ ン テ ィヌ ス大 帝(GaiusFlaviusValeriusConstantinus:在 位306年 一337年)

に よ り廃 止 され た。 トレ ンチ ャ ー ドとモ イ ル は そ の パ ン フ レ ッ トで 、 ロー マ 帝 国 「二 十 六

人 の 皇 帝 の う ち十 六 人 は 自 らの 軍 隊 に よ っ て 退 位 させ られ 、 も し くは殺 害 され た こ とが わ

か る で あ ろ う」 と述 べ 、 軍 隊 を常 駐 させ る こ とが 政 治 的 に 悪 影 響 を及 ぼ し、 国 民 に と って

害 悪 と な る例 と して 提 示 して い る。(拙 論 、 『語 学 教 育 部 ジ ャ ー ナ ル第2号 』 「17世 紀 イ ン グ

ラ ン ド常 備 軍 」2006年3月 、170ペ ー ジ参 照)。


